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第２回 経営協議会記録

日 時 平成１６年４月７日（水）１５：００～１７：００

場 所 柏原キャンパス 事務局棟小会議室

出席者 稲垣学長，高倉，高橋，俵，辻井，野口，馬越，長尾，栗林，中岡，福岡，渡部

以上各委員

陪席者 下谷監事

議題に先立ち，第１回経営協議会記録（案）の確認が行われ，原案どおり決定した。

議題及び決定事項並びに主な審議事項

（１） 経営に関する諸規程について

次の規程（案）が賛成多数により了承された。

・国立大学法人大阪教育大学役員規程（案）

・国立大学法人大阪教育大学役員退職手当規程（案）

・国立大学法人大阪教育大学職員給与規程（案）

・国立大学法人大阪教育大学職員退職手当規程（案）

・国立大学法人大阪教育大学職員退職手当規程（案）

（２） 中期目標（経営）について

賛成多数により原案了承。なお，中期目標記載項目に関して，次の意見があった。

・教員養成大学の特色を活かした表現を項目に盛り込むかどうかについては

今後，教員養成系大学の方向性に変化が出てくることも予想されるので，

その動向をみる。

・現職教員の受け入れ枠を広げることを本学の特色とすることについて，本

学は全国の教員養成系大学の中で比較的多く現職教員を受け入れており,今

後も積極的に受け入れていく。

（３） 中期計画（経営）について

賛成多数により原案了承。なお，中期計画記載項目に関して，次の意見があった。

・事務職員の採用については，近畿地区での統一採用試験による採用を基本

とし，近畿地区の他大学等との人事交流の途を設けている。また，専門性の

高い事務職員の本学独自採用の途も確保しつつ，その採用の在り方について

は，派遣職員，民間からの登用等，多様な人材の確保が課題である。

・中期計画提出後，教員採用状況の変動等の外的要因による学生の収容定員

等の中期目標の内容の修正の可能性について，教員需要に応じた収容定員

の再調整の必要性は認識しているが，学生収容定員の増減は，教員養成１

万人計画という国政レベルでの調整が必要となる。
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報告事項

（１） 経営協議会規程の制定について

（２） 基本規則及び学則の制定について

（３） 学長選考会議規程の制定について

石田雅人教員養成課程長を議長に選出

（４） 学長の任期に関する規程の制定について

以上のことについて，学長から報告があった。

以 上


